
日　時：平成２９年１１月２４日（金）　１４：００～１６：００

場　所：奈良春日野国際フォーラム　レセプションホール（奈良市春日野町１０１）

１　開　　会
村井副知事　挨拶

２　議　　題
　奈良県地域防災計画の見直しについて

・村井副会長により進行。各委員から、以下の意見等があった。

【防災会議での意見】

発言者 項目 内容

奈良県防災会議　議事概要

2

・平成２８年４月から「奈良県障害のある人もない人

も共に暮らしやすい社会づくり条例」が施行されて

いるが、防災計画にもそれに合致した文言を具体的

に盛り込んでいただきたい。

・先月の台風第２１号の時に、大和川が決壊するので

はという水量なのに体育館に避難というのはあり得

ないのではと思った。私の住む三宅町では町長と話

をし小学校の２、３階に避難という形で対応しても

らえたが、他の避難が必要になった市町村では、小

学校や中学校の体育館が圧倒的に多いのではないか

と認識している。台風第２１号の時に、現実にはど

こどこ小学校の体育館に避難してくださいという指

導が各市町村で結構多かったという話を聞いてい

る。そのため国が言っているように災害種別ごとに

避難場所を指定する県内市町村の取組状況を一度調

べて欲しい。そのうえで県から市町村に対し、災害

種別ごとに避難場所を指定しなさいというような指

導をしていただきたい。

・「奈良県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社

会づくり条例」については、今、具体的な記載等がない

ので、特に災害要援護者の安全確保の面で、その条例を

記載のうえ、きちんとその理念等が全体にかぶさるよう

に記載したい

・避難所のうち県立高校、特別支援学校等の施設につい

ては、バリアフリー化の対応が必要と考えており、今後

は県立高校、特別支援学校への車いす、障害者のトイレ

について、検討したい。

・市町村の避難所については、内閣府から「避難所にお

けるトイレの確保のガイドライン」、文部省からも「災

害に強い学校施設」という指針がで出ている。財政支援

についても、緊急防災事業債など補助制度もあるので、

市町村に対して、国の通知にもあるとおり、避難所とな

る学校施設の防災機能の推進の一環として、洋式トイレ

や多目的トイレの設置について働きかけているところで

あり、県としても、今後とも市町村に強く働きかけてい

きたい。

・バリアフリー化の義務づけについては、国の方でも努

力目標になっており、福祉避難所の充実で対応しようと

いう枠組みになるので、防災計画で市町村に義務づけが

できるのかということも含め今後検討していきたい。

防災会議での発言要旨

天理大学

八木委員

条例理念の防

災計画への具

体的な反映
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天理大学

八木委員

避難所のバリ

アフリー化

災害種別ごと

の避難場所の

指定
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奈良県防災

士会

植村委員

・避難所及び福祉避難所について、奈良県避難所運営

マニュアルでは「あらかじめできる限りバリアフ

リー化に努める必要がありますが、バリアフリー化

されてない場合は早急に段差解消や洋式仮設トイレ

の設置」（避難所運営マニュアルP.50）などが書か

れているが、市町村の実態を見ると今年９、１０月

の大雨や台風の際の避難所には車いすで使えるトイ

レはなかったのが現状。条例が施行されている以

上、最低限度車いすでトイレが使えるところを福祉

避難所または避難所として指定すべきと思うし、そ

れらを避難所に義務づけていくぐらいのことをやっ

てもいい。

・災害の種別ごとの指定緊急避難場所については、１１

月現在で４市町村が未指定であり、旧来のいわゆる避難

所となっている。また指定された避難場所については体

育館が多いと思うので、より適切な学校の中の場所に決

めていただくように市町村に働きかけたい。

防災会議中の回答要旨
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発言者 項目 内容

防災会議での発言要旨
防災会議中の回答要旨

奈良県看護

協会

平委員

支援ナースの

派遣調整

・指示のルートは、県防災統括室や災害対策本部を立ち

上げている場合も考えられるので、そういう意味では県

庁ということになる。災害が起こった場合、人命救助の

ため消防・警察・自衛隊から県との連携を図るためにリエ

ゾンが派遣されることがあるので、その場合もそれらの

機関と連携し、情報は市町村や消防・警察の方からあ

がってきたものとマッチングすることになる。

・五條市で検討している広域防災拠点は、避難所の機

能も併せ持ったものなのか。それとも、広域に近畿

府県に災害の救援に向かう場所だけと考えているの

か。実際の話として、例えば、大阪府や和歌山県、

三重県から奈良県に広域避難者の受入要請があった

時にどういう体制なのかと疑問に思うとともに、こ

の件については今後防災計画に入れるかどうかの課

題ではないかという気がするが、少なくとも県とし

てこの１箇所を考えているなど対応を内々でも考え

ておかないと、各市町村へ受入をお願いするという

話ができないのではないか。

・Ｌアラートは今年度から運用し、最初は入れることを

中心の入力訓練をやってきたところ。その後、ＮＨＫさ

んとかのご指摘も受け、入力内容を示す形の訓練を１回

実施させていただいたところ。今後も入力訓練はもちろ

ん、入力内容が的確に反映されるかといったことについ

ても検証していきたい。

・早期に正確な情報を出していただけるために、システ

ム整備などを、きちんと整理をさせていただく。

・広域避難については、現実的には奈良県に避難してい

ただき、仮設住宅等に入っていただくことになる。三重

や和歌山などの沿岸の方が奈良に避難に来るとしてもい

くらかの時間がある。とりあえずは五條市のシダーア

リーナという立派な体育館を予定しているが、ゆくゆく

は仮設住宅できればみなし仮設住宅の方に入ってていた

だく方が良いと考えている。
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4
広域避難者の

受入

・残念ながら私ども看護協会の組織では、大きな災害

が起きたときに、限られた人材を有効に、どこに派

遣すれば一番いいのかを判断する能力やノウハウを

持っていない。そこで、県の災害担当部局から、支

援ナースをどこに何人を早急に派遣して欲しいとい

う指示をいただきたい。そうすれば県内で無理な場

合には、近畿圏内または全国にお願いしようという

ＳＯＳが早急に出せます。熊本にも奈良県から派遣

したが、熊本は、指示系統が非常にちゃんとできて

いなかった。是非、どこの病院に行くとか、どこの

避難所に行くかを、県で判断し指示をいただきた

い。そうすれば、こちらも早急に連絡して、十分な

支援ナースの派遣をしたいと思っている。併せて具

体的に指示を仰ぐための電話番号は何番に連絡すれ

ば良いのかというルートを明らかにしていただきた

い。

奈良県防災

士会

植村委員
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・小さい自治体では防災専属担当者がいなくて、選挙

とかいろんなことを掛け持ちで１人でやっている。

やりたいけれど、やりきれないという話を聞いたこ

とがあり、是非県の方で、どうすればうまくできる

のかという支援策的なものを含めて検討いただきた

い。小規模市町村

への支援

ＮＨＫ

匠原委員

（代理）

7

・国土強靱化地域計画のアクションプランの進捗状況

は具体的に中身であり、非常に重要だと思うが、防

災計画にも載せないのか。
防災計画とア

クションプラ

ンの関係

6

ＮＨＫ

匠原委員

（代理）

・地域防災計画は、各機関が処理すべき事務とか業務の

大綱を定め、また県の災害対策本部の組織を定めるとい

うことになっている。事業については、国土強靱化アク

ションプランを県の地域防災計画の実施計画としての意

味合いも持たせるものとして整理している。

ＮＨＫ

匠原委員

（代理）

・今年度県のシステムでＬアラートが整備されたが、

市町村からの情報が欠けていたり違っているという

のがわかり、入力が悪いのかシステムが悪いのかも

わかっていないため、怖くて信用してその情報を出

すことはできないので、使っていない。県でハード

ができたシステムを構築するのはいいが、実際に県

民の役に立つ運用という視点も踏まえ、ここで終わ

らないよう今後も検討をしていっていただきたい。

Ｌアラートの

運用

・災害対策本部の設置等や避難指示の発令などについて

は、市町村の権限なので、市町村で入れていただく必要

がある。そこで防災担当者のみならず、誰でも入力でき

るようにするための研修等を進めているところ。先の台

風第２１号のように選挙と一緒になった際には、かなり

輻輳したと聞いているが、ある市町村では体制を組ん

で、誰でも入力できるようにして対応してもらったとこ

ろ。

・小さい市町村では多くの事務を１人で担当していると

いう現実があるので、少しでも軽減できるように併せて

考えていきたい。
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発言者 項目 内容

防災会議での発言要旨
防災会議中の回答要旨

9
ＪＲ西日本

川井委員
道路等の整備

・道路については、使えないと何もできない状況にな

る。鉄道の復旧も道路がなければ何ともしようがな

いので、是非、道路とか地方の役所の建物に対する

整備は、県をあげて、国をあげてやってほしい。
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ＪＲ西日本

川井委員

第２災害対策

本部の計画

・もし県庁が被災した場合に、第２災害対策本部を設

置するとしたら、どのような考えで、どのような場

所に、どのような時期になど、もしイメージなどが

あれば、教えていただきたい。
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ＪＲ西日本

川井委員

インバウンド

への対応

・インバウンドによる観光客への対応方法として、一

定の協力体制のもと避難誘導の声かけの訓練をして

いるが、他に案内としては、通訳できる人、ハンド

マイクで４カ国語くらい話せる人といったツールを

使って案内をしている。果たしてそれだけで十分な

のか、昼間以外の時はどうするのか悩んでいるとこ

ろ。
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NPOセン

ター

小島委員

県民の参加

・全体を見ての感想として、市民のパワーはすごい

し、数もたくさんいるので、それを入れていただく

など、もう少し市民の視点も持っていただきたい。

また市民が主体的に参加するために、ただ防災訓練

とかだけではなくて、市民が主体的に防災について

考えて、実際に災害が起こったときに動けるような

訓練の機会を提供するなど、いろんな考える機会を

提供しなければいけないと思う。

３　その他
（１）スケジュールについて
事務局より、地域防災計画の見直しについての今後のスケジュールを説明

４　閉　　会

・避難所については、避難所運営マニュアルなどを改定

するにあたり、運営委員会へ女性や市民の方にも参画し

ていただきたいと考えている。また、訓練についても、

より実践的な訓練を市町村と連携して実施していきた

い。

・要望のため、回答なし

・インバウンドによる外国人観光客の対策としては、関

西広域連合で部会を設けて、そこで対応しようと考えて

いる。また奈良県にも外国人支援センターがあるので、

各府県のセンターとの連携を強化して、通訳等の援助を

いただこうと考えている。さらに、最近、猿沢インが外

国人専用の福祉避難所として奈良市との協定締結により

運用されることとなった。

・日本語以外の言葉を使える人を通訳ボランティアとし

て、何十名かの人を確保しているが、数が少ないので、

拡大拡張を図っているところ。

・第２災害対策本部については、検討中であるが、計画

に記載をしたいと考えている。想定として県庁からある

程度離れたところ、常時職員が事務をしていることが要

素になると考えられる。また、庁舎の敷地や防災のネッ

トワーク端末を設置しているところが条件になると考え

ている。
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